
 
 
 

 

新 JISマーク制度について 
 
 
 

 
 
 
 

(西本洋二／三菱鉛筆㈱報告) 
平成 16 年通常国会で工業標準化法(JIS 法)が改正される予定で、改正されると平成 17 年
度より新 JISマーク制度へ移行します。 
 
新 JISマーク制度のあらましは、 
・ 生産技術の進歩、使用者・消費者ニーズの多様化、製品認証制度に関する国際ガイド

との整合性などの観点から、JISマーク審査を、国が一律かつ仕様的に定めた個別審
査事項に基づく生産方法を主体とした審査(｢工場認定｣)から、製品の規格該当性の確
認及び品質管理能力の確認を両輪とした企業の技術革新を阻害しない｢製品認証｣へ転

換する。 
・ ｢製品認証制度｣に転換するに当たり、｢事業者の自己確認・自主保安を基本とする｣

との観点から、国がJISマーク対象製品を特定する｢指定商品制度｣を廃する。このこ
とにより、全てのJIS(製品規格)がJISマーク対象品目となる。 

・ 現行の政府認証制度から登録機関による民間第三者認証制度へ移行する。登録機関は、

当初の認証のみならず、事後措置(サーベイランス、認証取消し等)を含め製品認証の
全業務を一元的に実施する。 

・ 新 JIS マークは、新しいデザイン(公募)とし、登録機関名(ロゴ)、環境、安全等のマ
ークが保証する特定の側面や等級・グレードを表示できる。 

・ 新JISマークの審査方法は、国が分野毎に認証指針(ガイドライン)を定め、個々の登
録機関がこの指針に沿って認証手順を定める。なお、登録機関は認証手順を公表する。 

・ 認証の方法は、申請を製造者が行う場合と供給者(販売者)が行う場合とで異なり、下
表のようになる。 

 
申請者 製品試験 製造工場の品質管理審査 認証後のサーベイランス

製造者 継続製造(マスプロ) 

 〃  ロット毎/バッチ毎 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

なし 

供給者 ロット毎/バッチ毎 ○ ○(エビデンス提示) なし 

                                        ○印は必須 
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以上の内容は、下記の(経済産業省基準認証ユニット作成の資料)に体系付けられています。 
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 文具・事務用品の JISの現況 
 

現在、文具・事務用品には 33の JISが制定されています。平成 8年に JIS及び指
定品目のゼロベース総点検が行われ、平成 10年 3月及び平成 12年 2月の 2回に
わたって多くのJISマーク表示の指定品目が取消されました。その後も規格の廃止・
統合が行われ、以下の 22の JISが非指定品目の規格となっています。(指定品目は
11残っています) 
JIS S 5508(原稿用紙)、JIS S 5509(レポート用紙)、JIS S 6005(シャ―プペンシル用しん)、
JIS S 6006(鉛筆、色鉛筆及びそれらに用いるしん)、JIS S 6013(シャ―プペンシル)、JIS S 
6016(スタンプ台)、JIS S 6020(朱肉)、JIS S 6023(事務用のり)、JIS S 6025(万年筆及びそ
のペン先)、JIS S 6026(クレヨン及びパス)、JIS S 6028(水彩絵の具)、JIS S 6037(マーキ
ングペン)、JIS S 6039(ボールペン及び中しん)、JIS S 6041(事務用あなあけ器)、JIS S 
6049(電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器)、JIS S 6050(プラスチック字消し)、JIS S 
6051(プラスチック製カードケース)、JIS S 6052(ほうろう白板)、JIS S 6054(水性ボール
ペン及び中しん)、JIS S 6055(事務用修正液)、JIS S 6057(事務用紙裁断機)、JIS S 6060(14
歳までの子供用の筆記・マーキング用具のキャップ―安全要件) 

 
 

 
新 JISマークの表示について 

 
現在は、非指定品目の製品に JISマークを表示することは禁じられています。 
(尚、マークを表示しないで規格適合性を自己宣言することは可能です)。 
新制度では認証を取れば、再度(新)JIS マークを表示することが可能となります。
認証の取り方は頁 1を参照してください。尚、新制度でもマークを表示しないで規
格適合性の自己宣言をすることは可能になる予定です。 

 
 
 今後のスケジュール(予定) 
 

平成１５年度  JIS法改正案の具体化 
平成１６年度  JIS法の改正、優先度大の 10分野程度の認証指針制定、 

秋頃から登録認証機関の登録申請受付開始 
平成１７年度  新 JIS法の本格的施行 

 
 
 

以上、2004年 1月現在 
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２００３年７～９月の出荷・輸入・輸出 

 

 出 荷 2003年7-9月度 2002 年 7-9 月度 前年同期変動率 ％ 

 単位 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

ボールペン(油性） 千本 111,985 6,853 106,045 6,453 5.6% 6.2%

ボールペン(水性） 千本 187,846 8,200 237,739 10,525 ▲21.0% ▲22.1%

マ ー キ ン グ ペ ン 千本 171,055 9,242 178,109 9,650 ▲4.0% ▲4.2%

シャープペンシル 千本 52,407 3,973 64,934 4,445 ▲19.3% ▲10.6%

鉛 筆 ｸﾞﾛｽ 504,950 1,628 472,720 1,508 6.8% 8.0%

シ ャ ー プ し ん 千本 836,973 1,404 859,778 1,517 ▲2.7% ▲7.4%

ク レ ヨ ン ・ パ ス 千本 20,577 260 28,698 298 ▲28.3% ▲12.8%

水 彩 絵 の 具 千本 18,238 777 18,186 753 0.3% 3.2%

修 正 液 千本 12,330 1,119 13,597 1,167 ▲9.3% ▲4.1%

修 正 テ ー プ 千個 21,213 2,041 20,814 2,168 1.9% ▲5.9%

合 計 金 額   35,497 38,484  ▲7.8%

(金額はすべて百万円)繊維･生活用品統計  (国内向け販売と輸出向け販売を含む)

★第３四半期の出荷は大黒柱の水性ボールペンの落ち込みが全体の回復の足取りを重くした。この期は０１年下期に似ている。★輸

出も二桁減の品目が目立った。★輸入はシャープを除きほとんどの品目でプラスになった。★当期の国内消費力推定は「プラス５．５％」

で、前年同期のプラス０．０２％より大幅に改善、本年第２四半期からの回復基調を加速した。(国内消費力推定は主要 5品目の出荷-輸出+輸入の前年比)

輸 出 2003年7-9月度 2002年7-9月度 前年同期変動率 ％

 単位 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

ボールペン(油性） 千本 59,605 2,175 70,305 2,611 ▲15.2% ▲16.7%

ボールペン(水性） 千本 148,258 6,145 195,849 8,424 ▲24.3% ▲27.1%

マ ー キ ン グ ペ ン 千本 71,851 3,128 84,235 3,753 ▲14.7% ▲16.7%

シ ャ ープペンシ ル 千本 35,974 1,834 43,708 2,131 ▲17.7% ▲13.9%

万 年 筆 千本 1,012 207 1,408 217 ▲28.1% ▲4.6%

以 上 の セ ッ ト 品 千本 210 31 204 28 2.9% 10.7%

鉛 筆 ｸﾞﾛｽ 43,171 207,182 ▲79.2% 

(補足:重量) ｋｇ 31,030
106

30,325
92 

2.3% 
21.0%

ｼｬｰﾌﾟ用しん（鉛筆しんを含む） ｋｇ 112,179 646 145,726 619 ▲23.0% 4.4%

ク レ ヨ ン ｋｇ 7,059 25 23,276 71 ▲69.7% ▲64.2%

  

ボールペン用中しん 千本 46,991 667 56,475 876 ▲16.8% ▲23.9%

ﾏｰｶｰ用ﾍﾟﾝ先及びﾆﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ 千本 874,544 1,505 923,990 1,532 ▲5.4% ▲1.8%

ｼ ｬ ｰ ﾌ ﾟ部品・附属品 ｋｇ 45,482 236 39,815 191 14.2% 23.6%

万年筆及びﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝの部分品 ｋｇ 418,342 1,157 307,270 1,139 36.1% 1.6%

合 計 金 額    17,862 21,684   ▲17.6%

日本貿易統計 

輸 入 2003年7-9月度 2002年7-9月度 前年同期変動率 ％

 単位 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

ボ ー ル ペ ン 千本 47,800 1,373 47,970 1,318 ▲0.4% 4.2%

マ ー キ ン グ ペ ン 千本 44,124 684 49,670 673 ▲11.2% 1.7%

シ ャ ー プ ペ ン シ ル 千本 8,150 210 9,761 278 ▲16.5% ▲24.4%

万 年 筆 千本 201 189 136 122 48.1% 54.7%

以 上 の セ ッ ト 品 千本 741 42 453 40 63.6% 5.9%

鉛 筆 ｋｇ 386,415 293 316,537 228 22.1% 28.3%

し ん ｋｇ 66,693 95 79,137 76 ▲15.7% 25.1%

パステル、チョーク ｋｇ 260,459 119 230,078 114 13.2% 4.2%

  

ボールペン用中しん 千本 10,456 81 10,695 89 ▲2.2% ▲8.5%

ﾍﾟﾝ先及びﾆﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ 千本 25,933 87 30,178 40 ▲14.1% 116.3%

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ又はｼｬｰﾌﾟの部品 ｋｇ 196,879 435 165,627 377 18.9% 15.4%

ﾍﾟﾝ軸、その他部分品 ｋｇ 44,869 87 30,369 76 47.7% 14.2%

合 計 金 額  3,695   3,431   7.7%

日本貿易統計 

工業会ニュース9号別冊 4/4


